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文化観光推進法で目指す文化・観光・経済の好循環



文化観光政策の方向性と課題

文化観光拠点施設を中核とした地域における
文化観光の推進に関する法律

（文化観光推進法・令和2年5月1日施行）

○文化体験などの「コト消費」
 個人旅行の増加等旅行形態の多様化、「爆買い」とも呼ばれる訪日外国人旅行者の消費行動に代表される「モノ

消費」から日本ならではの文化や自然等を体験・体感する「コト消費」への消費スタイルのシフト等、旅行者の
ニーズは日々変化。

○地方における観光振興
多くの訪日外国人旅行者を受け入れるに当っては、更なる受入環境の整備が急務である。また、訪日外国人旅行

者の訪問先は依然として東京・大阪等を巡るルートに集中しており、今後、インバウンド増加の効果を全国津々
浦々に届けることが課題。

文化観光政策の方向性

課題① 課題②

●魅力的な文化資源が存在していても、その価値を
分かりやすく解説・紹介する取組や、戦略的な発信
ができておらず、文化資源の保存・活用が進まない。

●魅力的な文化資源が存在していても、交通手段が
十分ではなく、国内外からの来訪が進まない。



文化観光推進法の主な内容

• 文化観光とは
「文化資源の観覧等を通じて文化についての理解を深めることを目的とする観光」と定義

• 「文化観光拠点施設」
博物館・美術館・社寺・城郭…などの文化施設のうち、文化についての理解を深めるための解説
紹介を行い、観光関係者と連携することにより、地域における文化観光の推進の拠点となるもの

• 基本方針に沿った計画を申請、審査を経て認定
主務大臣（文部科学大臣及び国土交通大臣）が策定する基本方針に基づく拠点計画・地域計画を認定

・文化施設による「拠点計画」、自治体が組織する協議会による「地域計画」の２種類
・手上げ方式（意欲ある主体が申請）、設置主体（国・公・私）や規模を問わない

• 認定計画に対して国が支援
認定計画に基づく事業に対して、法律上の特例措置や予算支援を行う

・国や国立博物館が所有する文化資源を文化観光拠点施設において公開するよう協力
・共通乗車船券等の交通アクセスの向上に係る手続き簡素化など、従来の文化政策では対応できなかった特例措置
・「文化観光推進支援事業：18億円（令和６年度予算）」等による支援



文化観光推進法のスキーム

・市町村又は都道府県が単独で又は共
同して組織する協議会において、文化
観光拠点施設を中核とした地域におけ
る文化観光の総合的かつ一体的な推
進に関する計画（地域計画）を作成し、
主務大臣の認定を申請。

法律上の特例措置
・共通乗車船券、道路運送法、海上運送法に関する特例措置
・文化財の登録の提案に関する特例措置
・国・地方公共団体・国立博物館等による助言、
・（独）国際観光振興機構（JNTO）による海外宣伝
・国等所有の文化資源の文化観光拠点施設での公開への協力等

予算上の措置
○文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光推進事業
・令和６年度予算額： 1,725百万円
・積算件数：６０件程度
・補助率：予算の範囲内で補助対象経費の２／３
・国の認定を受けた事業に係る地方負担分は特別交付税措置

（各計画において行われる事業のイメージ）
①文化資源の魅力増進
・地域の文化資源の調査研究 ・鑑賞しやすい展示改修
・デジタル・アーカイブ化及び活用 ・専門人材確保
②理解を深めるのに資する取組
・展示品のわかりやすい解説及び多言語化
・情報通信技術の活用 ・ガイドツアー及び体験プログラムの実施
③利便の増進
・地域内の周遊バス借上 ・キャッシュレス、Wi-Fi整備
・バリアフリー整備（スロープ等）
④物品の販売提供、他施設との連携
⑤国内外への宣伝

申請 認定

   主務大臣 基本方針
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②地域計画

文化資源保存活用施設：博物館、美術館、社寺、城郭等
文化観光推進事業者： 観光地域づくり法人（ＤMO）、観光協会、旅行会社等
文化観光拠点施設：文化資源保存活用施設が、文化観光推進事業者と連携し、

文化についての理解を深めるための解説紹介を行う

※施行期日：令和２年５月１日

法のスキーム 認定による国等の支援



拠点計画と地域計画

拠点計画 地域計画
計画の内容 文化観光拠点施設としての機能強化に

関する計画
地域における総合的かつ一体的な推進に
関する計画

文化観光拠点施設 1か所 1か所以上設定できる

申請体制 施設の設置者が、
事業者と共同して申請する

市町村又は都道府県が、
協議会を組織して申請する

補助上限 1計画当り7500万円／年 拠点施設の数に関わらず、
1計画当たり7500万円／年

補足メモ ・文化観光に資する前提で、拠点施設
のインフラ整備も対象となりうる

・文化観光に資する前提で、拠点施設及
び計画区域内でのインフラ整備も対象と
なりうる
・一体的に取り組むために、テーマやコ
ンセプトの検討が重要



認定計画に基づき実施する事業

拠点計画（文化観光拠点施設）において実施する事業のイメージ

●物品の販売提供、
他施設との連携

●理解を深めるのに資する取組
・展示品の分かりやすい解説及び多言語化
・情報通信技術の活用
・ガイドツアー及び体験プログラムの実施

●文化資源の魅力増進
・文化資源の調査研究
・鑑賞しやすい展示改修
・デジタルアーカイブ化及び活用
・専門人材確保

●利便の増進
・地域内の周遊バス借り上げ
・キャッシュレス、Wi-Fi整備
・バリアフリー整備（スロープ等）
・夜間・早朝開館による開館時間延長

●文化施設と事業者の連携
宿泊施設

文化施設

文化施設

文化資源
文化施設

文化資源
文化資源

●国内外への宣伝
・ウェブ等での発信
・JNTOとの連携

地域計画において実施する事業のイメージ

背景情報も含めて
多言語で解説

トイレの洋式化
Wi-Fi

キャッシュレス決裁

・地域の文化資源の調査研究
・地域内の複数の文化施設や
  文化資源を連携させた誘客
イベント等の企画

●総合的な文化資源の魅力向上

・共通乗車船券の発行
・多言語案内、キャッシュレス
Wi-Fi整備

●利便の増進

多言語ガイド

駅・空港・
港

●国内外への宣伝
・ウェブ等での発信
・JNTOとの連携

・商店街との共同イベント
・作品のまちなか展示
・特産品の開発



「文化観光拠点施設」に求められる機能と役割

文化資源の保存及び活用を行う施設
（博物館、美術館、 社寺、城郭 等）のうち、

観光旅客が文化についての理解を深めることに資するよう解説・紹介をする
○文化資源の由来や観賞上の価値など、魅力が伝わるような解説・紹介
○情報通信技術を適切に活用
○インバウンドの来訪に応じた多言語化

 
文化観光の推進に取り組む、地域の事業者と連携する
〇戦略的な企画立案ができるDMO観光地域づくり法人、観光協会、 旅行会社等と共同して計画を推進
〇交通事業者、商店街、宿泊施設等と事業を企画・実施

１

２

３



計画認定を受けると

○計画に基づき実施される事業の２／３を補助
※補助上限は７５００万円／年
※国の認定を受けた事業に係る地方負担分は特別交付税措置

○国・地方公共団体・国立博物館等による助言
○（独）国際観光振興機構（JNTO）による海外宣伝
○国等所有の文化資源の文化観光拠点施設での公開への協力
などの支援を受けることができます。

※計画期間は原則５年間。補助金は毎年度審査があります。



認定計画に基づき実施する事業の具体例①

①文化資源の魅力増進
・地域の文化資源の調査研究
・資料・コレクションのデジタルアーカイブ化
・鑑賞しやすい展示改修
（パネルなど展示刷新、展示ケース更新、

LED化、空調 等）
・専門人材確保

②理解を深めるのに資する取組
・観光客にもわかりやすい解説紹介
・多言語での解説（ネイティブによる作成）、
音声ガイド 等

・展示品の魅力を伝える動画、VR等の
体験型コンテンツ

・ガイドツアーの充実



認定計画に基づき実施する事業の具体例②

③利便の増進
・入館券付き乗車券の導入、回遊バスの運行、シェアサイクル設置
・館内案内の多言語化
・キャッシュレス対応、Wi-Fi整備、バリアフリー化（スロープ等）

④物品の販売提供、他施設との連携
・ショップやカフェの環境改善、オリジナルグッズ等商品の充実
・宿泊プランとの連携

⑤国内外への宣伝
・施設公式サイト（LP）の改修整備、多言語対応
・DMO等と連携した実誘客

①②が重要。文化観光に資するハード整備も補助対象！



計画認定のスケジュール（R6年度実績）

   ８月初旬 計画認定

文化庁と事前相談 ※任意
…内容について意見交換しながら計画骨子（核となる文化資源、課題、対応方針、KPI、事業内容）
をブラッシュアップ。※随時対応

計
画
準
備

計
画
申
請

計
画
期
間

◎審査プロセス ※必須
４～５月 申請前確認 …内容、必要事項のチェック
６月中旬 申請 …計画を文化庁に提出
６～７月 審査              …有識者委員会による審査

認定計画に対する伴走支援 ※任意
…計画の推進のため文化庁とのコミュニケーション、伴走支援事業（コーチング）によるコーチ・
専門家の派遣 ※～R6は委託事業



文化観光推進法 認定計画（５３計画） R６年８月時点



文化観光推進法 認定計画（５３計画） R６年８月時点
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文化観光推進法 認定計画（５３計画） R６年８月時点
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文化観光推進法 認定計画（５３計画） R６年８月時点
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主なご質問

No ご質問
1 地域計画を検討しています。法人格のない地域計画協議会など連合体の事務局への補助金なや運

営の伴走などの支援はありますか。

2 私立博物館も推進対象になるか、補助限度額はいくらか。

3 文化観光のために拠点施設が必要になるかと思いますが、拠点新設のための補助メニューはあり
ますか。

4 史跡の復元や整備の事業と、文化観光の取組を同じ方向を向いて取り組んでいきたいと考えてい
ますが、うまく事業を噛み合わせていくにはどうしたらよいか

5 補助金額（助成率2/3、上限5,000万円）は3年間の合計額もしくは単年度額か

※一部のご紹介となっておりますことご容赦ください。説明会後のアンケートでもご質問いただけます。



文化庁まで、お気軽にご相談下さい！

文化庁 参事官（文化拠点担当）付
 電話：０３－６７３４－４８９３
メール：bunkakankosuishin@mext.go.jp
文化拠点支援係（竹内、中山、鹿倉、芦澤）

問合せ先

文化観光HP
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/bunkakanko/

計画のポイントや事例をまとめた
「文化観光推進ガイドブック」
も掲載しています！

計画策定を検討される方は、こちらの
ORコードから！
計画申請の進め方、参照すべき資料、文化庁の
問合せ先をまとめたページにリンクしています。

mailto:bunkakankosuishin@mext.go.jp
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